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令和８年度 生駒市地域活動応援補助金「まちのわ」募集要項 

 

１ 地域活動応援補助金「まちのわ」の概要                                  

「まちのわ」は、生駒市内で市民の皆さんが地域課題の解決に向けて企画・実施する公益的な

活動を応援する補助金です。生駒市内で多様な地域活動が生まれ、自立的に継続的に実施でき

る環境づくりを目指して、その活動に必要な経費の一部を補助します。 

※この補助金の募集は、令和８年度予算が生駒市議会において可決された場合に実施します。 

 

（1）交付対象団体は以下の条件をすべて満たすことが必要 

①主として生駒市内で活動している、または活動を始めようとしている非営利の団体 

②構成員が３人以上で、その半数以上が生駒市内に在住、在勤または在学する１８歳以上で構

成する団体 

③交付決定後、継続して公益活動を行う見込みがある団体 

 

また、以下のような団体は交付対象者とはなりません。 

①特定の政治、宗教、思想もしくは政策等の普及または反対を目的とした団体 

②特定の公職者（候補者を含む。）または政党を推薦し、支持し、または反対することを目的とす

る団体 

③暴力団の統制下にある団体や暴力団員を構成員に含む団体 

④そのほか補助金の交付を受けることが適当でないと市長が認める団体 

 

（2）対象事業は以下の条件をすべて満たすことが必要 

①団体自らが、令和８年４月１日から令和９年２月２０日の間に自主的・自立的に実施・完了し、申

請時点で事業が完了していないもの  

②不特定多数の利益の増進に寄与する公益的なもの 

③主として生駒市内で営利を目的とせずに行われるもの  

④事業効果に持続性及び発展性が認められるもの 

⑤発展応援コースは、公益活動に１年以上取り組んでいる団体が行う新たな事業 

⑥法令に適合するもの 

 

また、以下のような事業は対象となりません。 

①国及び奈良県、生駒市、その他公共団体の補助制度や委託事業等の対象となるもの、または

対象となる予定のあるもの。民間の助成制度との併用は可能ですが、他制度において併用を

禁じている場合はこの限りではありません。  
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②地域課題の解決を目的としない教室やイベント・講座 

③構成員や町内、サークル等を対象にした親睦または趣味的な活動、会員の勧誘を主たる目的

とするもの 

④物品の購入や施設整備のみを目的としたもの 

⑤発展応援コースは、過去に実施した事業または過去から実施されている継続的な事業 

⑥事業の全てを他者に委託するもの 

 

2 補助コース                                               

新しい公益的活動の開始を応援する「立ち上げ応援コース」と公益的活動の継続や自立を応

援する「発展応援コース」の２つのコースがあります。どちらも専門家によるアドバイスを受けるこ

とが可能です。なお、応募は１団体につき１事業に限ります（複数申請不可）。 

 

 立ち上げ応援コース 発展応援コース 

対象 
令和８年４月１日現在で公益活動を 

始めて３年未満の団体が行う事業 

令和８年４月１日現在で公益活動に1年

以上取り組んでいる団体が行う新事業 

補助上限額 １０万円 ３０万円 

補助対象経費 

上限額 
１２万５千円 ５０万円 

補助対象割合 4/5 3/5 

採択数 予算の範囲内（目安として各コース 5事業） 

交付限度数 立ち上げ３年未満であれば２回 ３回 

 

・交付する補助金は、１，０００円未満の端数を切り捨てます。 

・２回目以降の補助を希望する場合も、毎回申請し、採択される必要があります。前回採択された事業内容に

発展的要素を加味してください。  

・令和６年度以前に地域・社会活動創出支援事業補助金（スタートアップコースは除く）の交付を１回受けたこと

がある事業の場合は上限回数を２回、２回受けたことがある場合は上限回数を１回とします。 

 

3 申請から交付までの流れ                                     

 日程 内容 

事前相談期間 令和８年 

３月２日（月）～ 

４月１０日(金)１６時３０分 

申請前に、事業内容や対象経費等を市民活動推

進センターららポートに事前相談をしてくださ

い。 

※「5（2）申請前相談」を参照のこと。 
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説明会 ３月１４日（土） 

１４時～１５時、 

３月１８日(水)・２１日（土）・

24日(火)１０時～１１時 

制度説明と申請書の書き方をお伝えします。初

めて補助金申請をする人は参加してください。 

4回とも同内容です。 

令和７年度 

活動報告会 

3月２３日（月） 

１３時３０分～１6時 

令和７年度の採択団体による活動報告会を行い

ます。ぜひ、ご見学ください。 

申請受付期間 ４月１日(水)～ 

１０日(金)１６時３０分 

締め切りを厳守してください。 

プレゼンテー 

ション 

４月１８日（土） 

※予定を終日確保しておいてく

ださい。 

提出された資料をもとに、事業のプレゼンテー

ションを行ってください。その後、学識経験者等

の外部アドバイザーが質疑や助言を行います。

資料とプレゼンテーションをもとに、市が交付可

否を決定します。必ず出席してください。 

交付決定 ５月初旬 申請者に結果通知をします。応募された事業は、

事業概要・交付申請額・交付決定額等を市ホーム

ページに掲載します。 

事業実施 交付決定日※～ 

令和９年２月２0日（土） 

※事前着手届の提出で交付 

申請日から実施できます。 

事業実施中、事業進捗状況を確認するため、定

期的に現場訪問の受け入れや活動状況の報告を

求めますので、ご協力ください。 

実績報告 事業完了後１か月以内、 

もしくは令和９年３月１０日

（水）のいずれか早い日まで 

提出期日までに必要書類を提出してください。

期日までに提出がない場合は、交付決定を取り

消すことがあります。 

活動報告会 ３月下旬 必ず出席し、実績や次年度への展望を報告して

ください。アドバイザーからフィードバックもしま

す。 

交付額の確定・ 

通知 

４月下旬 書類の審査後、３月末日までに確定した交付額

を文書で通知し、４月下旬までに交付します。 

 

4 補助対象経費                                                       

（1）補助対象となる経費は以下の項目を全て満たすことが必要 

①交付決定事業を実施するために直接必要で、本補助金の収支予算書に記載があるもの 

◇団体の運営にかかる経費や事業で直接活用しないものや事業のためであっても申請され

ていない費目の支出は対象外 

◇翌年度以降に使用するための物品購入は対象外 
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②対象期間（令和８年４月１日～令和９年２月２０日）内かつ事業実施期間（事業着手日～事業完

了日）内に支払いがあるもの 

③領収書等により金銭の授受を確認することができるもの 

また、以下のような経費は対象となりません。 

①公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費、著しく高額な経費  

②経常的な団体運営に要する経費（家賃、月極駐車場代、事務所等の光熱水費、電話・ネット回

線など経常的にかかる通信費、汎用性の高い備品、理事会や定例会のための会場費など） 

③個人給付に該当する又は類する経費（ワークショップなどで制作し持ち帰る作品の材料費、記

念品、参加賞、賞品・景品・ノベルティ、講座で使用する市販のテキストなど） 

④お茶、水などの飲料水やお弁当代など飲食にかかる経費、会食にかかる経費 

⑤団体構成メンバーへの人件費 

⑥個人や団体が所有する資産の価値を増加させる経費（建物の改修費用など） 

 

（2）費目および経費の種類  
 

費目 対象となる経費 注意事項 

報償費 

①外部講師・専門家への謝礼・旅費

など 

 

 

②団体構成メンバーやボランティ

アへの謝金 

※②は事業内容に対して妥当な人

数かも判断します。 

・外部講師・専門家への謝金と旅費の合計額

は、補助対象経費の２分の１以内を上限とす

る。また、謝金の単価上限は大学教授相当

で１時間当たり１万円とする。 

・団体構成メンバーやボランティアスタッフへ

の謝金は、１回（約２時間）あたり１，０００円

程度とする。 

・現金以外の物品（菓子、金券）による謝礼は

対象外 

旅費 

団体構成メンバーやボランティア

への交通費 

・対象者、日付、行先、交通手段、目的を明確

にすること。 

・公共交通機関の実費相当額が対象 

・ガソリン代は対象外 

消耗品費 

事務用品費や原材料費、資料など

取得単価2万円未満（税込）の物品 

・会食にかかる経費、弁当・飲み物・お菓子代

など食糧にかかる経費は対象外。ただし、こ

ども食堂の食材費など事業実施に必要不可

欠なものに限っては認める場合があるので

要相談 

印刷 

製本費 

チラシ、ポスター等の印刷、製本

費、写真プリント代、コピー代など 
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通信 

運搬費 

郵便料、宅配料、振込手数料など ・インターネット通信費や電話料金などの私的

使用と事業にかかる経費が明確に区別でき

ないものは対象外 

委託料 

デザイン、動画作成、警備、広告費、

イベント実施等に伴う臨時的な電

気工事など団体では対応できない

専門的な技術、知識等が必要な業

務を外部に発注する費用 

・補助対象経費の２分の１以内を上限とする。 

 

保険料 ボランティア保険、行事保険など  

使用料 

及び賃借料 

会場使用料、車両・機材等の賃借料

など 

 

備品 

購入費 

事業の実施に必要不可欠な取得単

価２万円以上（税込）の物品で、複

数の事業者からの見積書によって

金額の妥当性を判断できるもの 

※申請時に記載されていない備品  

購入は認めません。 

 

・補助対象経費の２分の１以内を上限とする。 

・年度内に使用しない備品は対象外 

・テレビ、パソコン、プリンター、プロジェクタ

ー、机、椅子、事務系什器など汎用性の高い

備品と使用目的が不明確な備品は原則とし

て対象外。リースなどで調達できず、事業実

施に必要不可欠とみなされる備品に限って

は認める場合があるので要相談 

その他 
その他事業に必要と認める経費 ・他団体が主催するイベントへの参加費や協

力金は対象外 

 どの費目に計上するか迷われたときは、市民活動推進センターららポートにご相談ください。 

 

（3）補助金の額の算出方法  

支出総額（事業に必要な経費）から事業に係る収入額を控除した額と、補助対象経費にそれ

ぞれのコースの補助率を乗じて得た金額とを比較して少ないほうの金額が補助額です。 

補助対象経費に該当しないことが明確な経費は、補助対象経費から除外して考えてください。 

支出  

補助対象経費 補助対象外経費 

収入 

補助金 補助対象事業に 

係る収入 

団体の 

自主財源 

   

   
立ち上げ応援コース…補助率 4/5 

発展応援コース…補助率 3/5 
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5 募集期間・事前相談・書類提出先                                       

（１）申請方法・期間 

持参、郵送、電子メールのいずれかで 

令和８年４月１日（水）～４月１０日（金）１６時３０分 に申請してください。 

※郵送の場合も４月１０日（金）１６時３０分必着です。配達状況が確認できる簡易書留や特定記録郵便等の

利用をお薦めします。電子メールは、市民活動推進センターららポートに受信確認の電話をしてください。 

 

（2）申請前相談 

申請書を記入される前でも結構ですので、申請前には必ず市民活動推進センターららポート

にご相談ください。検討されている事業が、この補助金に適した内容であるか、事業の意図が伝

わる申請書になっているかなどの相談に応じています。相談後、修正が必要になる場合もありま

す。指摘事項の修正が申請期間内に実施できるよう、締め切り１週間前までに１回目の相談にお

越しください。事前に相談日を予約いただくとスムーズです。 

 

（3）事前着手日 

 交付決定後の事業着手が原則ですが、事前着手届（様式第２号）の提出があれば着手可能で

す。事前着手の日付は４月１日以降かつ交付申請日以降の日付となりますので注意してください。 

なお、事前着手届を提出されても、交付を保証するものではありません。 

 

(4)事前相談・書類提出先 

市民活動推進センターららポート（９時～１６時３０分、日曜日・祝日は除きます） 

〒６３０－０２５７ 生駒市元町１丁目７番６号 

電話／０７４３－７５－６０００   

メール／lalaport@city.ikoma.lg.jp 

 

(5)提出書類 

◇様式が決まっているもの 各 1部 

①地域活動応援補助金「まちのわ」交付申請書（様式第１号）  

②事業計画書（別紙１）  

③収支予算書（別紙２）  

④団体概要調書（別紙３）  

⑤事前着手届（様式第２号） ※交付決定日より前に経費を申請する場合のみ 

 

mailto:lalaport@city.ikoma.lg.jp
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◇様式が決まっていないもの 各 1部 

⑥構成員名簿の写し（役職、在住・在勤・在学の別がわかるように記載）  

⑦規約、会則、定款等の写し 

⑧申請前年の団体の収支決算がわかる書類 ※立ち上げ 1年目の団体は除く 

⑨複数事業者からの見積り ※２万円以上の備品を購入予定の場合のみ 

⑩その他市長が必要と認める書類 

 

(6)留意事項 

①記入漏れや提出書類に不備がある場合は、選考対象から外れます。 

②本事業に基づき提出された書類等は審査と本事業に係る事務以外の目的には使用しません

が、情報公開の請求があれば、公開の対象となります。 

③提出された書類等は、理由を問わず返却できません。必ず写しを保管してください。 

 

6 選考および基準                                                     

（１）審査方法   

提出書類とプレゼンテーションの内容に基づき、外部有識者等で構成する「生駒市公益活動ア

ドバイザー会議」に意見及び助言を求めて、それをもとに市が審査し、交付の決定をします。 

いずれも補助対象となる活動や経費を（2）に記載の観点から総合的に評価します。採択決定

にあたっては、条件が付されることや申請金額から減額すること、採択されないこともあります。 

 

（2）審査基準   

評価項目 評価の視点 

公益性 
解決したい地域課題や新しく創出したい地域の魅力が明確な事業か。その事業は必要

とされているか。不特定多数の市民の利益につながるか。 

実現性 
事業内容や実施体制、予算計画に具体性があり、事業目的の実現が見込めるか。事業

実施に必要な事務力があるか。 

公開性 
事業実施にあたり、事業の目的や内容を積極的に発信し、利用や参加の機会が開かれ

ているか。参加者や賛同者を増やそうとしているか。 

継続性・ 

自立性 

活動への協力者を増やす工夫などがあり、活動を一過性に終わらせない計画か。事業

の財源を確保するための方策が考えられているか。 

先駆性 
地域課題に対して、これまでにない視点や工夫により取り組もうとしているか。また、社

会や地域の変化に伴い新たに生じてきた課題に、先行して挑戦しようとしているか。 
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7 事業計画の変更                                    

 助成金の交付決定後に、やむを得ない事情で事業計画や予算を途中で変更・中止するときは

必ず市民活動推進センターららポートに相談してください。ららポートに相談後、変更・中止の手

続きをする場合は、地域活動応援補助金「まちのわ」事業変更・中止承認申請書（様式第４号）を

提出し、事前に承認を受ける必要があります。相談・承認のない変更・中止は認められません。 

手続きの対象となるものは、事業内容の変更と各費目において予算額以上の支出が発生する

場合（補助目的の達成に支障をきたすことのない軽微なものは除きます）です。軽微な変更か否

かの判断はららポートが行いますので、変更が生じる場合は必ず相談してください。 

市は変更を認めるかどうかを審査し、文書でお知らせします。なお、変更申請をされても当初

の交付決定額を超える額は交付されません。 

 

8 補助金の実績報告                                                   

(1)実績報告をするとき 

事業完了後１か月以内か令和９年３月１０日（水）までのいずれか早い日までに、以下の必要書

類を添付して提出してください。指定期日までに申請書類や報告書類の提出がない場合は、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合があります。 

なお、補助金にかかる収支の関係書類（帳簿や通帳、領収書等）は事業実施終了後５年間の

保存が必要です。 

 

◇様式が決まっているもの 各 1部 

①地域活動応援補助金「まちのわ」実績報告書（様式第６号） 

②事業報告書（別紙４） 

③収支決算書（別紙５） 

 

◇様式が決まっていないもの 各 1部 

④領収書及び契約書の写し 

⑤出納帳     

⑥謝礼支払い台帳、交通費台帳（謝礼や交通費の支払いがある場合のみ） 

⑦事業を実施したことが認められる資料 

※チラシ、当日の事業の様子がわかる記録写真、新聞等に掲載されればその記事なども添

付してください。また、実績報告書内で参加人数など開催実績がわかるようにしてくださ

い。開催が確認されない事業・経費は対象外です。 

⑧その他市長が必要と認める書類 
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（2）領収書類の取り扱い 

領収書類は対象経費の支出根拠となる重要書類で

す。宛名（申請団体名）、領収金額、但し書き（支払い内

容）、発行年月日、受領者（押印があるものが望ましい）が

記載されたものを添付してください。レシートでも内容、

金額、日付が確認できれば代用可能です。 

 

・宛名には申請団体の正式名称を記載してください。 

・レシートに名前を記載する箇所があれば、必ず団体名を記載  

してください。個人名やイベント名が宛名のものは対象外です。 

・金額の修正は対象外です。再発行を依頼してください。 

・「お品代」「一式」等、内容がわからない場合は、請求書等内訳がわかる資料を添付してください。 

・ポイント等を利用した割引分は対象外です。 

 

（3）領収書類の保管・提出方法 

Ａ４用紙に、領収書やレシートを貼り付けて、バラバラにならない

ようにして保管してください。貼り付けるときは、レシートが重なら

ず、折れ曲がらないように注意してください。 

支払いを発生日順に記録した出納帳に記載したうえで、領収書番

号と対応した通し番号を振ってください。違う日のレシートを同じ用

紙に貼ることも可能ですが、領収書番号はそれぞれに振ってくださ

い（領収書が発行されない場合は、ららポートに相談してください）。 

 

（4）団体構成メンバーやボランティアへの謝礼の記録方法 

団体構成メンバーやボランティアに謝礼を支払った場合は、対象者の氏名、用務の日程と内

容、金額、受領日が記録された謝礼の支払い証明台帳を作成し、対象者が受領したことを証明

する署名か押印をして提出してください。謝礼支払い台帳にも、出納帳の領収書番号と対応した

番号を振ってください。なお、外部講師や専門家への謝礼は領収書が必要です。 

<参考様式> 

謝礼支払い台帳 Ｎo3 

氏名 用務の内容・日程 金額 受領日 署名 

生駒 太郎 こども食堂ボランティア（5/2 １０：００～12：00） 1,000 5/2（水） 生駒 

高山 里子 こども食堂ボランティア（5/2・3 各 10：00～12：00） 2,000 5/3（水） 高山 

 

領収書 

令和８年６月１０日 

申請団体名 様 

金 1,100円 

但し 画用紙代 

上記金額を領収しました 

㈱〇〇文具店 印 

Ｎｏ1 

レシート 

 

Ｎｏ2 

領収書 
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（5）団体構成メンバーやボランティアへの旅費の記録方法 

団体構成メンバーやボランティアに旅費を支払った場合は、対象者の氏名、日程、目的、行先、

経路、運賃が記録された交通費台帳を作成し、対象者が受領したことを証明する署名か押印を

して提出してください。 

交通費台帳にも、出納帳の領収書番号と対応した番号を振ってください。 

<参考様式> 

交通費台帳 Ｎｏ4 

日付 氏名 目的 行先 経路（片道か往復） 運賃 署名 

5/3（日） 生駒 花子 講座開催 たけまるホール 生駒駅～南生駒駅（往復） 480 生駒 

       

 

 

（6）単価が１０万円以上の備品等を購入した場合 

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数または補助事業完了の日から

１０年のいずれか短い期間を経過しない期間、備品ラベルや備品台帳をつくって適切に管理、写

しを提出してください。なお、上記期間を経過せずに処分された場合は、補助金を返還してもら

うこともありますので、備品等の処分や譲渡等を行う場合は、事前にららポートまで相談してくだ

さい。 

<参考様式> 

・備品ラベル           ・備品台帳 

品名（品番） 購入金額 取得年月日 保管場所 保管期限 

炊飯器 100,000 Ｒ8.6.5 事務所 6年 

 

（7）活動報告会の開催 

  令和９年３月に開催する活動報告会に参加し、実績報告をお願いします。詳細は別途お知ら

せします。 

 

（8）請求書を提出するとき 

実績報告書類の審査後、確定した補助金額を文書でお知らせします。受領後、地域活動応援

補助金「まちのわ」交付請求書（様式第８号）を提出してください。 

 

令和８年度 

地域活動応援補助金 
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9 採択決定後の留意事項など                                           

（1）事業を実施する際には、積極的に広報し、事業の担い手や賛同者を増やしてください。また、

地域活動応援補助金「まちのわ」の交付事業であることを、申請事業で作成するポスターや

チラシ、ＳＮＳなどの広報媒体に明記してください。その他、補助金制度をより良くするための

ヒアリングまたはアンケートへのご協力をお願いします。 

 

(2)採択団体が実施したことが確認できない事業は対象外です。ポスターやチラシ、当日のパン

フレット等に採択団体名を記載してください。 

 

(3)この補助金は、資金的に事業実施を支えるだけが目的ではなく、事業実施を安定的に継続

することを支援するものです。このため、適宜ららポートが紹介する専門家等のアドバイスを

受けてください。 

 

（4）事業進捗状況を確認するため、事業実施中は定期的に市民活動推進センターららポートか

ら現場訪問の受け入れや活動状況の報告を求めますので、ご協力ください。報告を拒んだり、

連絡に応じなかったりしたときは補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあ

ります。 

 

(5)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金交付の決定の内容もしくは  

これに付した条件に反したときは、交付決定金額の全部または一部の返還を求めます。 

 

(6)補助金でイベント等を実施する場合は、障がいのある人に対して合理的配慮をすることを踏

まえて、企画運営してください。 

 

(7)補助金に関する事項は「地域活動応援補助金『まちのわ』交付要綱」に定めています。補助金

交付要綱は同センターで配布する他、市ホームページからもダウンロードできます。 

 

 


